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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】地震発生時に鉄道車両で発生する脱線を防止す
る。
【解決手段】鉄道の台車が曲線部を滑らかに走行できる
のは、車輪のフランジ部分に傾斜角があり、曲線部を走
行する時、遠心力が働き、フランジの傾斜部分が僅かに
レールに乗り上がる運動があるため、車両が傾斜して曲
がれるようになっている。しかし、地震の大きな力が加
わるとこの傾斜角を持ったフランジ面に沿って車輪がレ
ールの上部に移動して脱線し易い。従って、等価的にフ
ランジ角を垂直に、かつフランジ長を下方に延伸する装
置を台車に取り付けると、耐震性が大幅に改善される。
本特許では車輪の裏側に円板、または棒を取り付け、円
板の直径を車輪の直径より長くして、等価的に垂直なフ
ランジ角、下方に長いフランジ長を実現して、脱線防止
を図った。本装置の取り付けは、レール上をフランジが
通過する空間と、その少し拡張した空間に着目した。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄道車両の台車において、前記台車の一部をなす直線部および曲線部を滑らかに走行で
きるためのフランジ角を有する車輪がレール上を走行するとき、レールの付属する物体と
抵触することのない空間の内部を領域とする車輪の裏側に取り付ける棒であって、
前記棒は車輪の裏側に取り付け、
前記棒は車輪の円の中心から円周に向かって放射状に引く線分上に存在し、
前記棒は前記円の中心部分を起点とし、前記起点から放射状に向かった先端を終点とし延
伸しており、
前記終点の位置は、車輪がレール上での静止状態にある時、前記車輪の最下点より下方に
存在し、
前記棒の長さは、前記車輪の半径より長い長さを有し、
前記棒の前記車軸方向の成分を持つ厚さは、前記台車の進行方向を軸として前記車軸と直
角に交わる横断面で、軌間に存在する構築物と抵触しない範囲で厚さを有し、
前記棒は、前記フランジの先端を超える部分のレールに接する面がほぼ垂直な面を持つ三
次元の形状を持つ棒を単数、または複数備えることを特徴する脱線防止装置を備えた鉄道
台車。
 
【請求項２】
　前記棒は、当該棒の起点と終点の間が分割され、
前記起点を含む部分が車輪に固定され、
前記終点を含む部分の一部は可動であり、
前期終点を含む部分の先端が車輪のフランジの先端より車輪の中心に向かった中側に位置
できる機能と、終点部が前記棒の先端と同じ位置に移動できる機能を備えたことを特徴と
する請求項１に記載の脱線防止装置を備えた鉄道台車。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は走行している列車が地震に襲われたとき、本来車輪のフランジが持っている脱
線を防止する機能を車輪に脱線防止装置を付加することにより拡張して列車の脱線を防止
する措置を講ずる装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道は表面が滑らかな鉄のレールの上を鉄の車輪が回転して走行するので、走行方向と
逆に働く転がり摩擦による抵抗力は自動車のタイヤの場合より小さい。このため、走行に
要するエネルギー効率に優れている。しかし、同時に制動時に発生する摩擦も小さいので
、停車に要する時間が自動車に比べて長くなる。
　鉄道の左右の車輪は一本の車軸に固定して取り付けられた一体輪軸（Ｗｈｅｅｌｓｅｔ
）の構成をしていて、自動車のように車軸の中央に差動ギヤを持たない。差動ギヤが備わ
ってないにも関わらず、曲線部を滑らかに走行できるのは、車輪の形状に工夫がしてある
からである。「非特許文献２」の２４ページ、図１－２６「円弧断面レール上の円弧踏面
車輪」に、その特徴を示した図が掲載されている。前記図１－２６の趣旨を模式的に図２
０で示す。図８は車輪とレールを示した。車輪は本特許で重要な役割を持つので、レール
に接する部分の機能を詳細に示すため、踏面およびフランジ部分を非比例尺で誇張した図
である。また、車輪とレールはフランジの役割を分かり易く説明するために、上下に離し
て示している。本明細書の図面全体にわたって、立体構造を表すため、Ｘ、Ｙ、Ｚの三次
元の座標が示されている。Ｘは車両の進行方向、Ｙは車両の横方向、Ｚは天頂方向である
。拡大車輪１０１は車両の正面から見た車輪の部分形状である。
【０００３】
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　拡大車輪１０１はレールの頭部１２０に車両の走行状態に従ってＹ方向の左右に移動１
０９が発生する。拡大車輪１０１が直線走行の時、拡大車輪１０１は接点Ａ４でレールの
頭部１２０に接する。この時、車軸の中心１０２から接点Ａ４までの距離である車輪の半
径Ａ１０３である。車両がＺ軸周を反時計回り（ＣＣＷ）に回転する円弧を走行するとき
は、Ｙ方向に遠心力が働き、拡大車輪１０１は接点Ｃ１０８でレールに接する。その時の
車輪の半径Ｃ１０５は車輪の半径Ａ１０３より小さく行路は短い。同時に反対側の車輪の
半径は直線走行時より大きく行路は長くなる。車輪とレールとの接点から見た車輪の半径
が左右で異なることにより一体輪軸にも関わらず、車輪に固有な車輪踏面勾配およびフラ
ンジ角が存在するため、曲線走行を可能にしている。
　同様に、車両がＺ軸周を時計回り（ＣＷ）に回転する曲線を進行する時、Ｙ方向に遠心
力が働き、接点Ｂ１０７はレールの頭部１２０と接する。この場合、車輪の半径１０４は
直線走行の車輪の半径Ａ１０５より大きく行路は長い。
　通常の曲線走行の時、遠心力が働き、拡大車輪１０１に車輪踏面勾配およびフランジに
角があるため、拡大車輪１０１がレールの頭部１２０に接する点が移動する現象が発生す
るため、曲線走行を可能にしている。しかしながら、この特性はＸＹ平面の方向に地震波
の強い力が加わると、フランジに傾斜角があるため大きな乗り上がりが発生し易く、脱線
を誘発しやすい構造である。
【０００４】
　鉄道は英国で発明され、その優れた特性のため世界中に普及した。欧州でも、英国は地
震帯から外れた地域に位置する。一方、日本列島は地殻プレートの境目の近くに位置する
ので地震が頻発する。従って、国内の鉄道の耐震特性を強化することは地震国として重要
な課題である。
【０００５】
　高速で走行中の列車が地震に襲われると脱線に繋がる。一旦脱線すると、列車は線路域
を逸脱して、大きな事故を引き起こすことがあり得る。地震が原因で、大きな事故の発生
を抑制するため、「非特許文献１」では地震発生の早期検出と、検出後列車を緊急停止さ
せ事故を防ぐ提案がなされている。この提案を切っ掛けとして、現在、日本各地に広く分
布して配置された地震計のデータを検出し、通信網を通じてデータを取得し、リアルタイ
ム処理を行い、震源地の推定と地震の大きさを即時算出する。大きな地震が発生したと判
断されると、即刻、列車に緊急停車命令を送信して停車させ事故を防ぐ提案であり、現実
にこの方式は機能している。
　但し、この方式では震源の位置と列車の位置の相対関係によっては防災措置が有効に働
かない場合ある。
　震源から伝播する地震波の伝播速度は縦波と横波で異なる。即ち、縦波Ｐ波（Ｐｒｉｍ
ａｒｙ　Ｗａｖｅ）の伝播速度は５ｋｍ/秒～７ｋｍ/秒、横波Ｓ波（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ
 Ｗａｖｅ）の伝播速度は３ｋｍ/秒～４ｋｍ/秒であり、両者の伝播時間に差がある。ま
た、伝播媒体である地質によって伝播速度が変わるので、伝播速度は単一に定義できなく
、幅のある値を使って検討する。
　地震による大きな揺れはＳ波によって起こされるので、「非特許文献１」によるとＰ波
発生のデータ受信に基づき地震の発生を検出した直後、走行中の列車に緊急停止命令を送
信する。大きな揺れを生じさせるＳ波到来以前に、列車を停止させ脱線を防止する方式で
ある。
【０００６】
　現在、センサー設置の拡充、地震データの処理のソフトウエアの更新を通じてこの方式
の品質が向上している。しかし、地震の特性は多種多様であるので、この方式で減災でき
る場合とできない場合がある。
　気象庁による平成２７年から過去５年間の地震のデータに基づくと、震度５以上の地震
の震源の深さは浅いもので５ｋｍから深いもので１００ｋｍ近辺に分布しているが、多く
の場合１０ｋｍ前後の場合が多い。
一般的に車両の走行地点と震源の間の距離がｄｋｍであると、Ｐ波到来とＳ波到来の時間
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差は概略値で、ｄ/（７．５）秒である。この時間差が走行中の列車を停車させるための
時間に余裕がある場合は脱線防止に有効でるが、時間差が短い場合は「非特許文献１」に
よる方法は有効に働かない。
　２０１５年３月２８日、総理府、中央防災会議、議題（２）、首都直下地震対策特別措
置法、資料２－１によると、首都直下地震の発生確率は３０年間で７０％と予測している
。在来線が時速１００ｋｍで走行中の車両は停車に約３０秒を要する。震源が近くかつ浅
い場合、「非特許文献１」の方式でＰ波警報を受信しても、Ｓ波到来までに列車を停車で
きない場合がある。
【０００７】
　首都直下地震の場合、震源は首都近傍で、深さも海溝型に比較して浅いと考えられる。
図９は近郊電車が高密度で走っている状況下で、首都直下地震が発生した場合の脱線に伴
う危険を時系列で示した。横軸は時間軸１３０で、時間は左から右に経過する。ある時点
で地震発生１３１が起きる。震源からＰ波が伝播して、広く分布している地震計に感知さ
れ、地震データ処理センターから列車に対して停車命令が送信される。列車はＰ波警報受
信１３２を受信し、緊急停車の操作が行われるが、実際に列車が停車１３３するのは暫時
後になる。震源が走行地点に近い直下地震では列車が停車１３３の時点の前にＳ波に襲わ
れるので、脱線の危険が大きく、Ｓ波到来１３４から停車までの期間は脱線危険期間１３
５である。
　首都直下地震による脱線で走行中の列車に災害が発生するのみならず、併設された線路
を走行中の列車間と衝突する二次災害の恐れがあり、これらの災害を防止する減災措置を
講じなければならない。列車の脱線で大きな災害を発生した例として、２０００年３月８
日に発生した日比谷線脱事故がある。低速運転中にもかかわらず脱線し、対向車線の車両
が衝突し、人身事故と大きな車両の破壊が発生した。１９６３年１１月９日に発生した鶴
見事故は貨物線の脱線を一次原因にして、脇を走る横須賀線の上り下りの列車が衝突し、
１６１名の死亡事故が発生した。高密度で走行する大都市の近郊電車の地震による脱線を
防止するのみならず、それに繋がる災害も防がなければならない。
【０００８】
地震に対する鉄道の防災措置は大きく二分される。第一は通常の線路、橋梁、隧道、駅舎
などの線路域の異常振動の発生、崩落など、線路域の地盤、構築物が損傷しない様に構築
物の保全を図ること。第二は車両に脱線を防止する仕組みを組み込むことである。本特許
では後者の車両に脱線防止の仕組みを組み込む措置に関する。
【０００９】
　地震による減災のため車両に新たに装置を搭載した実施例が２件ある。「非特許文献４
」は２００４年に発生した中越地震で上越新幹線が脱線した時の現象からの学習を記述し
ている。その経験に基づき着想した方法である。脱線が発生した際、排障器が車両を線路
域から大きく逸脱することを防ぐ役割を果たした。この現象を参考にして、排障器より遥
かに頑丈な逸脱防止用Ｌ型ガイドを開発した。この装置は車両がたとえ脱線しても、車両
が線路域からの逸脱防止を図って減災を行うのであるが、車両の脱線を防止する機能は有
しない。
　「非特許文献５」では地震が車両に与える振動を減衰させるダンパの特性を工夫して、
ダンパが地震の振動をより多く吸収して地震に対する安全率の向上を図った。しかし、車
両が受ける振動を小さくする役割を持つが、積極的に脱線防止を図る仕組みは含まれてお
らず、大きな地震に対する脱線防止の効果は期待できない。
【００１０】
　過去の大地震の写真には地盤が崩壊したり、レールが飴のように曲がった情景が残され
ている。線路域は広い地域にわったて敷設されているので、線路域が地質の異なる地盤の
上に敷設されている場合があり、このような地域で地震が地盤を振動させると、異なる地
質の境界では地盤の２次元的振動モードの不連続性より不均一な力が働き、敷設されてい
るレールの形状を破壊することがあり得る。このため、建造物である線路基盤、橋梁、高
架構造物などが崩壊することがあり得る。これらの破損に対する対策は、地質工学、土木
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工学、建設工学等の立場で建造物に対する耐震性を向上させる措置が講じられ、線路域の
保全が図られなければならない。
　これらの対策が取られ、線路域の保全が図られているという前提で、地震時の車両とレ
ールの振動の形態を想定する。地震が発生すると基盤が保全されている限り、レールの軌
間は規定の間隔を維持したまま、線路域が２次元のＸＹ平面で振動する。地震波は基本波
に多くの高調波成分が含まれる複雑な波形をしているが、主要なエネルギー成分は基本波
であると考えられる。従って、基本波モードで振動の形態を考える。
揺れる地盤上に構築されたレールは形状が保たれたまま地盤の揺れに同期して揺れる。そ
の上を走る車両はこの揺れを受けて揺れる。レールと車両が同期して揺れている場合、車
両が脱線に至る確率は低い。しかし、地震で励起された車両は車両の固有な振動モードが
存在するので、レールで振らされた車両は車両に固有な振動をし、レールの振動と必ずし
も同期せず、その結果として、両者の振動モードの位相の組み合わせによって、車輪のフ
ランジがレールと激しく衝突する現象が発生する。
【００１１】
　脱線はレールの垂直面と車輪のフランジ面が激しく衝突した時発生する。衝突する箇所
の一方はレールの頭部の側面で、ＸＺ面に平行であり、もう一方のフランジ面はＸＺ面の
垂直面に対して、Ｙ方向に成分をもつ傾斜角を有する。地震の振動はＸＹ平面で起き、上
記レール面が上記傾斜角を有するフランジ面に衝突するとき、フランジ面に傾斜角がある
ため、上記レールの振動がフランジ面に与える力の一部が＋Ｚ方向の力の成分を持ち、こ
の力が車両を＋Ｚ方向に持ち上げる運動を生じさせる。この力によって起きる運動がある
限界を超えると、フランジの先端がレールの頭部に乗り上がる現象を発生させ、さらにＸ
Ｙ面に移動する力が働くと脱線を発生させる。
【００１２】
地震によってＸＹ平面に強い力が懸る運動は避けられないが、この力の一部がＺ方向の力
を生じさせ、脱線を誘発する現象を抑制する措置を講じたい。
　もし、一体輪軸の曲線走行の特性を脇に置いて、フランジの形状を脱線防止の目的達成
のためのみに設計するとしたら、フランジ角を鋭角にすると脱線の可能性を極めて小さく
できる。そこで、一体輪軸にもかかわらず、曲線走行を可能にして、かつ、脱線の可能性
をできる限り小さくする二つの矛盾する機能を同時に満たす方法を考察する。一体輪軸の
車輪は鍛造で製造され、車輪の規格があるので、現在の形状を変更できない。しかし、耐
震脱線防止の機能を実現するため、台車全体に車輪のフランジ角が鋭角または、ＸＺ面に
平行な垂直なフランジに相当する新たな装置を取り付け、曲線走行が可能であって、かつ
地震に対して脱線を防止する機能を持つことは可能である。
【００１３】
「特許文献１」、「特許文献２」、「特許文献３」では台車に新たな装置を取り付けて、
現在のフランジより、等価的にフランジ角が鋭角で、かつレールの下方に長く伸びたフラ
ンジ長を実現する方法を考案した。
現在使われている車輪とレールに変更を加えないで、新たに台車に装置を取り付ける。但
し、この装置を台車に取り付けた場合、台車の走行に支障が生じてはならない。そこで、
台車の近傍にこの装置を取り付けても支障を来さない空間を見出す。車輪がレール上を通
過する領域の付近がこの目的に利用できる候補の空間になる。即ち、車輪とレールの位置
関係を観察して、車輪のフランジがレール上を通過する空間の領域に車両の走行に支障に
なる物体がないことは無論であるが、その近傍の空間にもレールに付随する構築物と接触
することが一切ない間隙が存在することに注目した。
　図１０は車両が通常の直線走行している状態の時の車輪とレールの一般的な位置関係を
示す。車輪１はレール２の上に乗っている。レールには継目板、ポイント、踏切板、脱線
防止ガードレールなどが取り付けられているが、車輪のフランジがレール２上を回転し通
行する部分のみならず、その空間より少し拡張した空間にもフランジの走行を妨げる物が
ない三次元の領域が存在する。この部分を自由空間１４２と定義した。領域は正常に通行
しているフランジの内側に接して、－Ｚ方向に実際のフランジの先端より少し下方に伸び
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た線分と、この線分と直交するフランジの先端よりーＺ方向に少し下方にＹ方向に引いた
線分で、レールの頭部に接する線分で囲まれた部分を自由空間１４２と定義した。
　「特許資料１」、「特許資料２」では棒状のラッチをＸＺ面内で回転可能な構造とする
ため、ラッチの回転中心を台車に取り付けた。ラッチの先端は図１０の自由空間１４２に
達して、Z軸方向の下端はレールの継目板と接触する可能性のある部分の下方に伸ばす。
ラッチの設置部位は、台車の下部であって、車輪と車輪の間や、車輪の前後の車輪と接触
ない分部である。ラッチの台車の取り付け場所は車両の動揺に影響されない位置を選ぶ。
ラッチはフランジの先端よりさらに下方に伸びているので、走行中のレールの付属物であ
る継目板に接触したときは、ラッチは台車の取り付け点を中心にして、ＸＺ面内で回転し
て、ラッチが走行の支障にならないようにした。
【００１４】
　「特許資料１」および「特許資料２」では地震時に棒状のアクチュエータをフランジの
先端より相当―Ｚ方向に伸ばした。その為、アクチュエータがレール付属物である継ぎ目
板と接触することがある。継目板と接触したとき、アクチュエータの損傷を避けるため、
ＸＺ面内で回転させた。
　「特許資料３」では継目板とアクチュエータが接触すると、短時間とはいえ大きな力学
的な衝撃を受けるので、この衝撃を避ける方法を考案した。
　図１１は「特許資料３」の発明の特徴を示した図である。アクチュエータ・ホルダー１
５０は台車に取り付けられている。アクチュエータ・ホルダー１５０の内側にはアクチュ
エータ１５１が収納されている。図１１（a）は通常の走行状態の時のレールの頭部１２
０とアクチュエータ１５１の位置関係を示した。通常に通行している時アクチュエータ１
５１はレールの頭部１２０の上部よりさらに上部に収納されていて、台車の走行の走行に
関わることはない。
図１１（b）はＰ波警報受信後の停車命令を受信したときの状態である。アクチュエータ
１５１はレールの頭部１５１の側面に下降して、垂直なフランジ角、長いフランジ長を実
現して、脱線の防止の機能を果たす。地震の振動が継続している間台車は揺れる。台車の
動揺より生ずるＺ軸成分の揺れが、フランジをレール頭部に乗り上げる現象を生じさせる
。
台車がＺ軸成分で動揺したとき、その揺れをセンサーで検出して、台車が揺れるにも関わ
らず、その揺れを相殺するようアクチュエータの動作を制御して、アクチュエータ１５１
が常にレールの頭部１５１に留まるようにして脱線防止を図る。
【００１５】
　図１２は一体輪軸の車軸と車輪の構成を示す。車輪の中央部分であるボス部１６４は製
造段階で車軸１６３に嵌められ固定されている。図１２（a）は車輪をＸＺ面から見た図
を示す。図１２（ｂ）はＹＺ面から見た車輪の構成を示す。車輪のリム部１６１は円環で
、円環の外側はレールと接触する踏面で、前記踏面はレールの頭部の水平な表面に対して
緩やかな傾斜を有する。リム部１６１の先端はフランジ１６０で、レールの頭部に沿って
、車輪の走行を進行方向に案内する役割をする。フランジ１６０は曲線部を滑らかに走行
させるためＸＺ面の水平面に対して、車輪の内側に対して傾斜角を有する構造である。板
部１６２はリム部１６１とボス部１６２を結ぶ構造であり、固有な曲線を有する一枚板の
構造である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特許４２７０５５２号
【特許文献２】特許４２７０５５３号
【特許文献３】特許４９８６１０８号
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】中村　豊、　世界最初の実用P波警報システム「ユレダス」の現状と将
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来、第2回土木学会リアルタイム地震防災シンポジュウム論文集、平成１２年４月１８日
、１０７～１１２頁、土木学会地震工学委員会リアルタイム地震防災研究会小委員会
【非特許文献２】日本機械学会編、鉄道車両のダイナミックス、平成６年１２月２日発行
、ＩＳＢＮ４－８８５４８－０７４－４、Ｃ３０５３
【非特許文献３】伊藤有希他、鉄道車両の耐震脱線防止システムのシミュレーション解析
、日本機械学会、第１９回鉄道技術連合シンポジュウム、Ｎｏ．１２－７９、２０１２年
１２月
【非特許文献４】車両逸脱防止Ｌ型ガイドの開発、梶谷泰史他、ＪＲ　ＥＡＳＴ　Ｔｅｃ
ｈｉｎｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ、Ｎｏ．２９、ｐｐ２７－３０
【非特許文献５】鉄道車両の地震対策用左右動ダンパの開発、鈴木　貢他、ＲＴＲＩ、Ｒ
ｅｐｏｒｔ、Ｖｏｌ２５、Ｎｏ．６、Ｊｕｎ、２０１１
【非特許文献６】巨大地震と高速鉄道、仁杉　巌監修、２００６年１１月２０日発行、山
海堂、ＩＳＢＮ－３８１－０１８２４－９
【非特許文献７】新しい線路―軌道の構造と管理―、社団法人　日本鉄道施設協会、須田
征男他編、平成９年１２月
【非特許文献８】鉄道車両新指導書―台車・車軸編―、社団法人　日本鉄道車両機械技術
協会、２００６年３月
【非特許文献９】西川康博他、直線部を有するＣＦＲＰ製環状ばねの静的および疲労特性
、強化プラスチック、ｐｐ１０１～１０６、Ｖｏｌ．６０、Ｎｏ３、２０１４年３月
【非特許文献１０】西村武広他、新世代鉄道車両用台車＜ｅｆＷＩＮＧ＞、強化プラステ
チック、ｐｐ４８３～４８６、Ｖｏｌ６１、Ｎｏ．９、２０１５年９月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　列車が走行中に地震に襲われる可能性があり、地震の襲来により脱線を引き起こすこと
があり得る。走行中の列車は進行方向に膨大な運動エネルギーを持っているので、一旦脱
線が発生すると、台車の進行方向が不確定なり、脱線した車輪が線路域を破壊し災害を起
す。また、列車の脱線のため車両が暴走し、その付近を走っている他の列車と接触する事
故に繋がる場合がある。脱線が第一原因で過去に大きな大災害を起こしたことがある。
　地震による災害防止の要は地震の発生を即刻検出する初期活動が第一歩である。「非特
許文献１」では広域に分布させた地震計で地震の発生を検出して、Ｓ波が列車を襲う以前
に列車を停止させる措置を講じている。しかし、首都直下地震のように、Ｐ波とＳ波が列
車に到来する時刻差が短い場合、停車指令を作動させたにも関わらず、走行中Ｓ波が到来
してＸＹ面に大きな外力が働き、災害発生の引き金になることがある。
このように、Ｓ波が襲った場合でも、脱線が防止できるように、「特許資料１」、「特許
資料２」、「特許資料３」は車輪のフランジが通過する自由空間１４２に注目して、Ｐ波
襲来後、停車に至るまで、台車に取り付けたアクチュエータを作動させ脱線防止措置を考
案した。
　「特許資料１」および「特許資料２」ではアクチュエータとレール付属物が衝突する。
衝突によりアクチュエータに一時的に撃力が加わるが、これによるアクチュエータの破壊
を避けるため、アクチュエータをＸＺ面内で回転させ、破損しない構造が組み込まれてい
る。しかし、衝突はアクチュエータに大きな応力が働くので、材料の選択が厳しく、でき
れば衝突を避ける別な方法を考案することが望ましい。
【００１９】
　「特許資料３」ではアクチュエータがレールの付属物と衝突する現象を避けるため、図
１１に示すように、通常の走行時にはアクチュエータは台車の上部に取り付けられたアク
チュエータ・ホルダー内に格納され、走行中にレールに触れることはない。Ｐ波が検出さ
れ、地震発生の警報を受信した時、始めてレールの頭部に下降して、脱線防止の役割を果
たす。さらに、地震によって台車が＋Ｚ方向に振動したとき、アクチュエータをその振動
が相殺されるように制御し、アクチュエータは常にレールの頭部１２０の側面に留まり脱
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線防止の役割を果たす。
「特許資料３」の方法は脱線防止に有効に働くが、台車に新たな装置を搭載することと、
地震の振動を相殺するため、精密な制御機構が必要になる。本発明は「特許資料１」、「
特許資料２」、「特許資料３」の脱線防止機能を別な方式によって達成する。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
上記課題は以下の特徴を有する本発明によって達成される。すなわち、鉄道車両の台車に
おいて、前記台車の一部をなす車輪がレール上を走行するとき、レールに付属する物体と
抵触することのない空間の内部を領域とする車輪の裏側に取り付ける円板であって、前記
円板は車輪と相似形とし、前記円板の中心は車輪の中心と同一で、かつ車軸の長手方向の
中心線と共有し、前記円板の直径は車輪の直径を超え、車輪がレールの上で静止状態にあ
る時、前記円板の円周の最下点は図１で示すＹＺ面内において、レール面３から間隔ＥＥ
１１下がった位置で接するＸＹ平面より上部にあって、前記円板の厚さはレールの付属物
６より車輪１に向かって内側にあって、軌間に存在する構築物に抵触しない範囲の三次元
の形状を備えることを特徴とする。
【００２１】
　また、本願発明に係る脱線防止装置を備えた鉄道台車は、鉄道車両の台車において、前
記台車の一部をなす直線部および曲線部を滑らかに走行できるためのフランジ角を有する
車輪がレール上を走行するとき、レールの付属する物体と抵触することのない空間の内部
を領域とする車輪の裏側に取り付ける棒であって、前記棒は車輪の裏側に取り付け、前記
棒は車輪の円の中心から円周に向かって放射状に引く線分上に存在し、前記棒は前記円の
中心部分を起点とし、前記起点から放射状に向かった先端を終点とし延伸しており、前記
終点の位置は、車輪がレール上での静止状態にある時、前記車輪の最下点より下方に存在
し、前記棒の長さは、前記車輪の半径より長い長さを有し、前記棒の前記車軸方向の成分
を持つ厚さは、前記台車の進行方向を軸として前記車軸と直角に交わる横断面で、軌間に
存在する構築物と抵触しない範囲で厚さを有し、前記棒は、前記フランジの先端を超える
部分のレールに接する面がほぼ垂直な面を持つ三次元の形状を持つ棒を単数、または複数
備えることを特徴する脱線防止装置を備える。
【００２２】
　また、脱線防止装置を備えた鉄道台車では、前記棒は、当該棒の起点と終点の間が分割
され、前記起点を含む部分が車輪に固定され、前記終点を含む部分の一部は可動であり、
前期終点を含む部分の先端が車輪のフランジの先端より車輪の中心に向かった中側に位置
できる機能と、終点部が前記棒の先端と同じ位置に移動できる機能を備えてもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　車輪のフランジは車輪がレールの直線部および曲線部を滑らかに走行できる案内役を担
う大切な役割を簡単な原理で実現している。しかし、線路域に突発的な大きな外力が加わ
らない前提でこの優れた特性が生きている。本発明は現在の鉄道には地震のときの外力に
対して本質的な弱点があるので、この弱点を補うために等価的にフランジの長さの延長と
フランジ角の鋭角化を達成して、脱線しにくい構造を実現した。本発明は列車の地震によ
る災害の減災に寄与する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　車両の車輪がレール上をレールから外れることなく走行できる原理は車輪のフランジが
担う。本発明では、車両が地震波を受けたときであっても、車輪に脱線防止の円板または
棒を備えることで、フランジの持つレール上を正常に走行できる機能を強化して、脱線防
止する措置を講じた。
【実施例１】
【００２５】
　図１は本発明の基礎となる自由空間の定義を示す図である。図１の車輪１とレール２の
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配置は台車の手前の進行方向のＹＺ面から見た左側の車輪１とレール２を示している。「
特許資料１」、「特許資料２」、「特許資料３」では脱線防止のため図２２で示す車輪１
のフランジの先端よりーＺ方向であって、フランジに占有されないフランジの近傍のレー
ル２に沿った自由空間１４２を使って、脱線防止の使用の役割を果たすアクチュエータを
作用させた。本発明では自由空間１４２および車輪１の内側の自由空間を合わせて活用し
た。
　車輪１は直線走行をする時、通常の位置である接点Ａ４でレール２と接している。車両
が曲線部を走行する時、接点ＡはＹ方向の正または負の方向に移動する。移動の詳細な様
子は図８の接点Ａ４、接点Ｂ１０７、接点Ｃ１０８で示す。軌間に存在するレールの付属
物６は脱線防止用ガードレール、踏切用ガードレール、ポイントの接続点などの構築物で
ある。接点Ａ４の線分５は接点Ａ４のＺ方向の延長線である。間隔ＡＡ７は接点Ａの線分
５とレール付属物６のＺ方向の線分との間隔である。接点Ａの線分５は車輪の内部に位置
するので、自由空間の定義のためには車輪１の内側の境界面を自由空間の境界の一つとし
て定義する。間隔ＢＢ８は車輪１の内側とレール付属物６の間ＹＺ方向の自由空間を示す
。但し、レール付属物６のＸＹ平面の境界面よりＺ方向の上の部分では自由空間は間隔Ｂ
Ｂ８より広い空間が自由空間として定義できる。
　レール付属物６のＸＹ平面の境界面よりＺ方向に下方な限界線は間隔ＣＣ９、間隔ＤＤ
１０、間隔ＥＥ１１で示される。間隔ＣＣ９はフランジの下方の先端の位置を示す。間隔
ＤＤ１０はレール２の頭部の下限を示す。間隔ＥＥ１１はレールの継目板等の上部の先端
を示す。レール面３より下限に存在する構築物は踏切部分の溝、継目板、ポイント構造物
、脱線防止ガードレール等である。
　本発明で使用する自由空間はレール付属物６の下部にあっては車輪１の内側であって、
レール２の頭部の内側の側面と、車輪１の内側の側面から間隔ＢＢ８分離れたＸＺ面内の
平面と、レール面３から間隔ＣＣ９と間隔ＥＥ１１の間のＸＹ面内の平面に囲まれた三次
元空間をいう。レール付属物６のＸＹ平面より上部の間隔ＢＢ８はレール付属物６の下部
の時より広い範囲で定義できる。上記範囲の自由空間を活用して、脱線防止の機能を持た
せる。
【００２６】
　図２は脱線防止板２０を車輪１の内側に取り付けた図である。図（a）はＸＺ面から車
輪を見て、脱線防止板２０が車輪１に取り付けられたときの内側（－Ｙ方向）から車輪１
を見た図である。脱線防止板２０で覆われて見えない部分の車輪１の構造は点線で示して
ある。脱線防止板２０の円の直径は車輪１の直径より大きい。そのため、脱線防止板２０
の外周は車輪１の外周を超えた円板である。車輪のフランジの先端を超える部分である脱
線防止板先端部２１はフランジ１６０が本来持っている脱線防止の機能を拡張して、さら
に脱線防止の役割を果たす。脱線防止板先端部２１の長さ、および厚さは図１の自由空間
にあってレール付属物に接触しない範囲の形状である。
【００２７】
　図３はレール２、車輪１、脱線防止板２０が脱線時に示す力学的な振る舞いを示すため
の図である。そのため、脱線に関わる力のベクトル成分を拡大して分かり易く示すため、
車輪１はレール２の上部に離して示してある。また、地震の力を受けた場合、フランジ１
６０が大きく移動するので、この部分を拡大して示した。
　通常の走行の場合、車輪１はレール２の上部の右端の接点Ａ４でレール２と接するが、
横圧ベクトル２６が働き、フランジ面が移動する現象を図で説明を分かり易くするため、
輪重ベクトル２５と横力ベクトル２６の原点を接点Ａ４よりやや下方のフランジ面にある
点Ｆ２７と想定して設定した。
　通常の直線走行時、車輪１の踏面がレール２の頭部の上面に密着している時、輪重は総
てレール２の頭部の上面に負荷する。曲線部通過時に横圧が発生する。横圧の成分がフラ
ンジ面に沿って車輪１を＋Ｚ方向に移動させる力が働く。この時の力の幾何学的な構成を
以下の前提に従って示す。
車輪１に係る輪重ベクトル２５並びに横圧ベクトル２６の成分を示すため、点Ｆ２７から
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点Ｍ３３までの各点をアルファベットのＦからＭの記号で表し、このアルファベットを用
いて各点の所定の角度を∠の記号で表す。
　∠ＬＭＪはフランジ角θで通常６２度前後、点Ｆ２７から点Ｇ２８に向かって輪重ベク
トル２５ＰがーＺ方向に働く。∠ＧＦＪはフランジ角θに等しく、フランジ面に沿った輪
重ベクトル２５の成分はＰsinθである。曲線通過時などＸＹ平面方向に力が働くと、横
圧ベクトル２６Ｑが発生する。∠ＦＨＫはフランジ角θであるから、横圧ベクトル２６Ｑ
のフランジ面に沿った成分はＱcosθである。
【００２８】
　「非特許文献７」、３５５ページ、４．４脱線の項には脱線係数の定義が示されている
。通常、直線走行時に輪重ベクトル２５Ｐはレール２の上面に垂直方向に働く。この時、
横圧ベクトルＱ２６が加わると、車輪１とレール２の位置関係が変動して、車輪１とレー
ル２の接触はフランジの側面に移動する。輪重ベクトル２５Ｐと横圧ベクトル２６Ｑはフ
ランジ面に沿って、車輪１がレール２滑り降りようとする力と、競り上がろうとする力が
働く。
【００２９】
　Ｐsinθ＝レールの側面を滑り降りようとする力
　Ｑcosθ＝レールの側面を競り上がるとする力
　　　　μ（Ｑsinθ＋Ｐcosθ）＝車輪が移動する時、車輪がレールに接する面に垂直に
は働く輪重の余弦成分と横圧の正弦成分の合成力によって発生する摩擦力、μは摩擦係数
　　　 
　　　　車輪１のフランジ面で、この面を滑り降りる力と競り上がる力が釣り合って、以
下の動
　　　動方程式が成り立つ。
【００３０】
　　　　「数１」　Ｐsinθ＝Ｑcosθ＋μ（Ｑsinθ＋Ｐcosθ）
　　　 
　　　　「数１」より、ＰとＱの比で表される脱線係数が定義される。
【００３１】
　　　　「数２」　Ｑ/Ｐ＝（sinθ―μcosθ）/（cosθ＋μsinθ）
 
「数２」は通常の走行状態で曲線部、ポイント、継目部などで発生する横圧によって、脱
線を引き起こす程度を定量的に理解するための指標を示す。線路域の全域を設計する際、
この領域で発生する横圧に上限値を課すための基準になる。「数２」は競り上がり脱線の
場合の公式であるが、フランジ角θ、摩擦係数μが同じであっても、式の内容が異なる滑
り上がり脱線の公式もある。滑り上がり脱線の場合、大きな横圧でも脱線は起きにくいの
で、より厳しい競り上がり脱線の「数２」の値を基にして、脱線の発生可能性を評価すれ
ば危険の割合を定量的に知ることができる。
地震時に発生する横圧による車両の運動は「数２」だけでは表すことができない。従って
、初期状態から大きな横圧によって発生する運動を通常の「数２」から現象が通常の限界
を超えた事象として考察すべきである。
【００３２】
　横圧ベクトル２６が大きくなると、車輪１のフランジ面を押し上げる力が増大する。こ
の押し上げる力は単に横圧の値だけの関数でなく、フランジ角θの関数でもある。フラン
ジ角は台車が曲線部を滑らかに走行できるために車輪が持つ基本機能であるので、フラン
ジ角θの規定値を変えることはできない。しかし、単に「数２」を数学的かつ物理的な特
性を知るため、フランジ角θを大きく垂直に近づけると大きな横圧であっても、横圧ベク
トル２６が車輪を上昇させる力は小さくなる。
　通常の走行時に地震に遭遇すると、曲線走行時に発生する横圧より遥かに大きな横圧が
発生するので、フランジ面がレール２の上部の側面に競り上がり、車輪１とレール２の接
点がフランジ面の下部に移動する現象が発生する。大きな地震に襲われるとフランジ１６
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０の先端部がレール２の上部の表面に競り上がったとすると、車輪１がレール２の上部に
乗り上がる可能性のある瞬間が発生する。この時、さらに地震に由来する大きな横圧ベク
トル２６が加わると、フランジ１６０の先端がレールの上部を移動して、車輪１が線路域
から脱輪することがあり得る。
【００３３】
　従来の構造ではフランジ１６０の先端がレール２の上部の表面に達し脱線を起こしやす
い状態が発生するが、この特許の構造では、車輪１のフランジ１６０の先端がレール２の
上部に達した時、レール２の上部の表面は脱線防止板２０と接する。脱線防止板２０とレ
ール２が接した状態で、「数２」の特性から、フランジ角θが９０度になる、脱線係数は
不定解になるが、９０度より少し小さい値を「数２」に代入すると、殆ど横圧ベクトル２
６が競り上がりの力の成分を生じないことが分かる。
【００３４】
「非特許文献８」によると、フランジ厚さは約３２ｍｍと示されている。この厚さは車両
質量から発生するＸＹ面上に働く慣性質量に耐えられる鋼鉄の値である。これに対する脱
線防止板２０は鋼鉄製である必要はない。近来、鋼鉄と並び、単位体積当たり強度が優れ
た多くの材料が開発されている。
【００３５】
　地震時に発生する横圧ベクトル２６が加わる脱線防止板２０の部材は予測される力の衝
撃荷重に耐える強度と可撓性がある材料を用いる。鉄道車両の使用環境は常温の範囲であ
るので、特殊な厳しい条件は要求されない。現在、このような条件の下では多数の新規な
材料の開発が精力的に進められている。本特許に従う製品を開発するに当って、最近の開
発成果を取り込んだり、一般の材料を基礎として、本特許で要求されている特性に合わせ
、新規材料の開発成果を取り込むべきである。
【００３６】
　一般にＣＦＲＰ材料を用いた樹脂構造体において、要求する応力―ひずみ曲線を描き、
特に圧縮試験においては弾性変形領域を長広く設計できる。一般的な鉄系金属は車輪の素
材として用いるが、類似形状に設計したものに関しては、その降伏点は同一材料であって
も、材料にかかる荷重の方向性によって異なるので、少なくとも地震による脱線挙動など
の単発的な荷重の支障に対して対応できる設計を採用できる。
【００３７】
　図４は典型的な樹脂材Ａ３７、樹脂材Ｂ３８、鉄材３９の曲線はヤング率に合わせて、
ひずみと応力の特性を示したものである。ここで鉄材３９は車輪の材料として用いている
鉄系金属である。一方、同一の樹脂構造体であっても、異なる繊維方向を採用した場合、
強度を評価すると樹脂材Ｂ３８や、樹脂材Ａ３７のような応力ひずみ特性を示す。材料の
繊維配合の方向性を設計して、調整することで、形状制限が厳しい条件下でも、要求に合
う部材を設計することが可能である。
【００３８】
　「非特許文献９」によると、長さ１００ｍｍ、幅２０ｍｍ、厚さ１ｍｍのＣＦＲＰ製の
環状ばねが４００Ｎの荷重で疲労寿命が２００万回まで維持されることが示されている。
この特性から、脱線防止板２０の形状や特性を直接導き出すことはできないが、地震時に
脱線防止板２０に係る横圧の部位、横圧の大きさ、地震継続の時間の推定、車輪１に固定
する位置、脱線防止板２０に係るモーメントなどを決定して、許される自由空間内で実現
可能な形状を、使用する素材、樹脂材であれば目的に合った繊維の合成方法などの要素を
吟味して、具体的な脱線防止板２０を定める必要がある。
【００３９】
　「非特許文献１０」によると、台車の側バリ・コイルバネを従来の鉄鋼製からＣＦＲＰ
製に変更して、構造の簡素化と、軽量化が実現できたことが示されている。このように、
新素材の開発は従来の固定概念を崩し、適応範囲を着実に広げ、不可能を可能に変えてい
る。
【００４０】
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　図５は脱線防止板２０を車輪１に固定して取り付ける箇所を示した。脱線防止板内周部
４１は取り付け箇所に応じて半径が異なる。リム部１６１に取り付ける場合は、大円にな
り、ボス部に取り付ける場合は小円になる。地震の振動による応力を受けるのは脱線防止
板先端部２１なので、地震時に受ける脱線防止板２０のモーメントを小さくするためには
リム部１６１に近い分部に支点があることが望ましい。脱線防止板２０の取り付箇所は車
輪１以外では車軸１６３が接続の候補箇所となる。板部１６２に取り付ける場合、リム部
１６１や、ボス部１６４と異なり、凹凸の平面をしているので、それに合わせて接続箇所
を選ぶ必要がある。
 
【実施例２】
【００４１】
　脱線防止板２０の原型は円板であって、地震発生時にフランジ１６０を超える脱線防止
板先端部２１が地震による振動を受けて脱線防止の役割を果たす。円板であれば、車輪１
が回転しても車輪１とレール２の相対位置は変らず、脱線防止板先端部２１は車輪１の回
転角に関わらず、常時脱線防止の役割を果たす。
しかし、車輪１の高速走行時の回転周期と地震の基本波の周期を比較したとき、車輪１の
回転周期の方が遥かに高い。従って、地震波の基本周波数の波長の１周期の期間に脱線防
止板２０のように連続して脱線防止を果たすことは必ずしも必要ではなく、地震波一波長
の間で有意義な回数だけ、脱線防止の役割を果たせば、脱線防止の機能を果たせる。
【００４２】
　図６は脱線防止板２０と同じ脱線防止機能を棒状の脱線防止棒Ａ４５で行わせる方法で
、この発明の一部を成す。図６は代表例として、脱線防止棒Ａ、からＤまでの４本構成し
た図である。図６の場合、車軸１６３を中心として、脱線防止棒は脱線防止板２０の円を
基準として９０度毎に配置した状態を示す。脱線防止棒に必要な本数は地震の基本波の周
波数と、脱線防止が求められる車両の低速状態との関数である。
【００４３】
　地震波は多くの高調波成分を含む複雑な波形をしている。「非特許文献５」の２２ペー
ジ、図１１および「非特許文献６」、１６０ページ、図５－３３によると、地震波の基本
波の最大周波数は３Ｈｚ以下、頻度の高い周波数領域は２．５Ｈｚから１Ｈｚの間で、１
Ｈｚ以下の周波数はゆっくりした振動で、震源が遠方にある場合の地震であるので、Ｐ波
検出後、Ｓ波襲来まで停車できる場合が多い。
【００４４】
　車両の持つ運動エネルギーは速度の二乗に比例する。例えば、速度１００ｋｍ/ｈを速
度２０ｋｍ/ｈに減速すると運動エネルギーは１/２５になる。脱線によって起こされる破
壊が、車両の運動エネルギーの減少と共に小さくなるので、時速２０ｋｍ/ｈの時であっ
ても脱線防止棒の役割について検討する。
　車輪１の直径は０．８６ｍ、円周は２．７０１８ｍである。時速２０ｋｍ/ｈの時に車
輪１の一回転要する時間は０．４９秒である。地震波が３Ｈｚの時の１波長の時間は０．
３秒である。脱線防止棒が１本の場合で、地震波が３Ｈｚの場合は地震波１波長の間に脱
線防止の機能を果たすのは１箇所である。１箇所では少ないので、３Ｈｚの地震波で車輪
１が揺れる時、地震波１周期０．３秒の期間に８本の脱線防止棒を備えたとすると、地震
波の最大振幅点の近傍で複数の脱線防止棒が脱線防止の機能を果たすことができる。
地震波が３Ｈｚより低い場合は８本であっても、脱線防止棒が脱線防止の機能を果たすの
は８箇所以上となり、また、車両の速度が２０ｋｍ/ｈより速い場合も同様に８箇所以上
の点で脱線防止の機能を果たす。１車輪当たりの脱線防止棒の装填個数は危険防止を講ず
る範囲を地震波の周波数と車両の速度を勘案して決められる。
【００４５】
図７では脱線防止棒Ａ３５を可動部と固定部に２分割した脱線防止棒の構造を示している
。脱線防止棒固定部５２は車輪１の内側に取り付けて固定する。図５（a）の脱線防止棒
可動部Ａ５０は脱線防止棒固定部５２に接続して、車軸１６３から円周方向に移動できる
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構造である。通常の走行状態は脱線防止棒可動部Ａ５０の先端はフランジの先端の内側に
収納されている。従って、この状態での脱線防止棒は脱線防止の機能は果たさない。図７
（ｂ）はＰ波検出後、脱線防止機能を作動させたときの状態である。脱線防止棒可動部Ｂ
５１は脱線防止棒固定部５２からフランジ１６０の先端よりさらに円周の外側の方向に延
伸して、脱線防止機能を果たす状態を示す。
　図７（ａ）、（ｂ）は脱線防止棒をＸＺ面から見た図で、図（ｃ）はＹＺ面見た脱線防
止棒と車輪の関係を示した。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　鉄道に対する地震防災は主として、鉄道基盤の堅牢化による線路域の損傷の防止など線
路施設側と、広範囲にわたる地震計に設置によるＰ波検出による車両の緊急停車による総
合的な対策がなされている。それに対して、車両側でも積極的な耐震対策が必須である。
本発明は車輪のフランジが持つ脱線防止機能を拡張強化して、特に、人口稠密な都市部で
運行密度の高い近郊電車の地震防災に寄与する。
 
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】車輪とレールの位置関係を示す図
【図２】脱線防止板と車輪の位置関係を示す図
【図３】フランジ付近に働く力の関係を示した図
【図４】鉄材と樹脂材の応力に対するひずみ特性の概念図
【図５】脱線防止板の車輪への取り付け図
【図６】脱線防止棒の車輪への取り付け図
【図７】可動分部を持つ脱線防止棒の構成図
【図８】レールと車輪の接点を示す図
【図９】Ｐ波とＳ波が到着する時系列を示す図
【図１０】フランジ近傍の自由空間を示す図
【図１１】脱線防止アクチュエータの動作原理を示す図
【図１２】車輪の構成の詳細図
【符号の説明】
【００４８】
１　車輪
２　レール
３　レール面
４　接点Ａ
５　接点Ａの線分
６　レール付属物
７　間隔ＡＡ
８　間隔ＢＢ
９　間隔ＣＣ
１０　間隔ＤＤ
１１　間隔ＥＥ
２０　脱線防止板
２１　脱線防止板先端部
２５　輪重ベクトル
２６　横圧ベクトル
２７　点Ｆ
２８　点Ｇ
２９　点Ｈ
３０　点Ｊ
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３１　点Ｋ
３２　点Ｌ
３３　点Ｍ
３４　脱線防止板の幅
３５　ひずみ
３６　応力
３７　樹脂材Ａ
３８　樹脂材Ｂ
３９　鉄材
４０　脱線防止板外周部
４１　脱線防止板内周部
４５　脱線防止棒Ａ
４６　脱線防止棒Ｂ
４７　脱線防止棒Ｃ
４９　フランジ先端
５０　脱線防止棒可動部Ａ
５１　脱線防止棒可動部Ｂ
１０１　拡大車輪
１０２　車軸の中心
１０３　車輪の半径Ａ
１０４　車輪の半径Ｂ
１０５　車輪の半径Ｃ
１０６　接点Ａ
１０７　接点Ｂ
１０８　接点Ｃ
１０９　車輪の移動
１２０　レールの頭部
１３０　時間軸
１３１　地震発生
１３２　Ｐ波警報受信
１３３　停車
１３４　Ｓ波到来
１３５　脱線危険期間
１４０　車輪
１４１　レール
１４２　自由空間
１５０　アクチュエータ・ホルダー
１５１　アクチュエータ
１６０　フランジ
１６１　リム部
１６２　板部
１６３　車軸
１６４　ボス部
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